
1回目 令和7年 6月25日(水)(1日間)
2回目 令和７年 10月2２日(水)          

～10月2３日(木)(2日間)
3回目 令和８年 1月1４日(水)(1日間)

*ビニール、マルチ
等については２箇所
又は十文字にひもで
結束して下さい。

*水、土砂、金属
等も処理重量に含
まれますので落と
して下さい。

＊処理費用は1kg当たり110円です。

＊JAから商品を購入された方。
農家(３6円/kg)、JA（３7円/kg）、
村（３7円/kg）の負担です。

＊JAから商品を購入されていない方。
農家(73円/kg)、村(３7円/kg)の負担です。

＊東村に圃場がある方(農地を所有又は契約書を交わし
て借用している方)が収集の対象です。

＊住所が東村外の方は処理費用は全額負担です。

農薬等容器は

一般ゴミでは収集できません！！

必ず農業用廃プラスチック収集

*農薬容器は必ず洗浄し
乾燥させ、ふたを開けた
まま透明なゴミ袋に入れ
て下さい。

収集期間・時間

13：30

16：30

～

収集場所 ※午後は購買は
あいていません！

*農薬等容器、マルチ
ハウスビニール等の
各品目別で分別して
ください。

*印かんを持参して

ください。

処理費用

廃プラスチックの不法投棄、野焼きは法律で厳しく禁じられています。

不法投棄・野焼きは５年以下の懲役、１千万円以下の罰金となります。


